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４４４４．．．．一般社団法人一般社団法人一般社団法人一般社団法人    札幌青年会議所札幌青年会議所札幌青年会議所札幌青年会議所    運営運営運営運営規程規程規程規程    

 

 

第第第第    １１１１    章章章章        総則総則総則総則    

 

（目的） 

第１条 この規程は、一般社団法人札幌青年会議所（以下「本会議所」という。）定款（以

下「定款」という。）第４８条に基づき、本会議所の円滑な運営と総意の結集を容易

ならしめる目的で規定する。 

 

（規程の変更） 

第２条 この規程の変更は、理事会の決議によって行い、総会に報告する。 

 

（運営の原則） 

第３条 本会議所は、特定の個人又は法人その他の団体の利益を目的としてその事業を行

わない。 

２ 本会議所は、これを特定の政党のために利用しない。 

 

   

第第第第    ２２２２    章章章章        役員の役員の役員の役員の職務職務職務職務 

 

（理事長） 

第４条 理事長は定款に定められた職務のほかに、次の各号の職務を行う。 

（１） 本会議所を代表して、対外的な会議、会合、式典等に出席する。 

（２） 本会議所を代表して、関係諸団体の来訪者に対する折衝及び対応を行う。 

（３） 副理事長、専務理事の職務範囲を特定し、その権限を定める。 

（４） 常任理事、理事の職務範囲を特定し、その権限を定める。 

（５） 議長、委員長の職務範囲を特定し、その権限を定める。 

（６） その他、当該年度の本会議所の運営原則を策定する。 

 

（副理事長） 

第５条 副理事長は定款に定められた職務のほかに、第４条１項（３）号に基づき、職務

を分掌する。 

 

（専務理事） 

第６条 専務理事は定款に定められた職務のほかに、次の各号の職務を行う。 



２ 

（１） 本会議所の事務局及び会計の管理並びに財産の保管を行う。 

（２） 第４条１項（３）号に基づき、職務を分掌する。 

 

（常任理事、理事） 

第７条 常任理事及び理事は定款に定められた職務のほかに、第４条１項（４）号に基づ

き、職務を分掌する。 

 

  

（監事） 

第８条 監事は定款に定められた職務のほかに、本会議所の予算、事業等、総会又は理事

会において承認された事項が定款に基づき正確に行われているかを監査し、誤りがあ

ればただちに理事会に報告しなければならない。 

 

 

第第第第    ３３３３    章章章章        総会総会総会総会    

 

（議長の選任） 

第９条 総会の議長は、定款第１７条に基づき、理事長若しくは正会員のうち理事長の

指名した者がこれにあたる。 

 

（定足数の確認） 

第１０条 議長は、総会の開会後直ちに定足数の確認をし、総正会員の議決権の過半数を

有する正会員が出席していることをもって、総会の成立を宣言する。 

２ 総会の開始時刻より相当の時間を経ても、なお定足数に達しない場合には、議長

は開始時刻の遅延又は流会を宣告することができる。 

３ 総会中に定足数を欠く恐れがある場合には、議長は休憩又は流会を宣告すること

ができる。 

 

（議事） 

第１１条 総会は議長が進行し、審議議案等の上程は、議長に指名された正会員が行う。 

２ 発言しようとする者は挙手をして、議長の許可を得て発言しなければならない。 

３ 議長は、総会の秩序を維持し、議事を整理する。 

４ 議長は、発言が本会議所の品位を傷つけ、又は議事を妨害する恐れがあると認め

た場合には、発言者に注意し、発言者が注意に従わない場合には、発言を禁止す

ることができる。 



３ 

５ 議長は、その命令に従わない者その他総会の秩序を乱す者を退場させることがで

きる。 

６ 動議は、総会において、動議提出者のほかに１名以上の議決権を有する正会員の

賛成指示がなければ提出することはできない。 

 

（理事の説明義務） 

第１２条 理事は、総会において、正会員から特定の事項について説明を求められた場合

には、当該事項について必要な説明をしなければならない。ただし、当該事項が総

会の目的である事項に関しないものである場合、その他説明をすることにより正会

員共同の利益を著しく害する場合、その他下記の各号に該当する場合には、この限

りではない。 

（１） 当該事項が総会の目的である事項に関しないものである場合 

（２） 説明をすることにより正会員共同の利益を著しく害する場合 

（３） 正会員が説明を求めた事項について説明をするために調査をすることが必要で

ある場合 

（４） 正会員が説明を求めた事項について説明をすることにより当会議所その他の者

（当該正会員を除く）の権利を侵害することとなる場合 

（５） 正会員が当該総会において実質的に同一の事項について繰り返して説明を求め

る場合 

（６） 前各号に定めるほか、正会員が説明を求めた事項について説明をしないことにつ

き正当な理由がある場合 

 

（決議） 

第１３条 議長は決議をするときはその旨を告げる。 

２ 議長が決議を宣言した後は議場を封鎖し、一切の入退室を禁止する。 

３ 議事の途中で入退室があった場合、議長は、議場を封鎖した後、議事定足数を確

認する。 

４ 決議は次の方法により、最も相応しい方法をもって行う。 

（１） 拍手 

（２） 挙手 

（３） 起立 

（４） 記名投票 

（５） 無記名投票 

５ 決議は、賛成をとり、次に反対をとり、最後に棄権をとる。 

６ 決議は、定款第１９条第２項に規定されているものを除き、出席した正会員の議

決権の過半数をもって行い、可否同数の場合には議長が決する。 



４ 

 

 

第第第第    ４４４４    章章章章        理事会理事会理事会理事会、三役会及び常任理事会、三役会及び常任理事会、三役会及び常任理事会、三役会及び常任理事会 

 

（理事会の審議事項） 

第１４条 理事会は定款第３１条に規定されたほか、各委員会の事業、予算並びに会員の

資格の審査決定、その他本会議所の重要議案の決定にあたり責任をもってこれを審

議し、本会議所の運営にあたる。 

 

（理事会の議長の選任） 

第１５条 理事会の議長は定款第３４条に従い、理事長がこれにあたる。 

２ 前項の規定に関わらず、理事長が決議について特別な利害関係を有するときは、

副理事長がこれにあたる。 

 

（理事会の定足数の確認） 

第１６条 議長は、理事会の開会後直ちに定足数の確認をし、総理事の３分の２以上にあ

たる理事が出席していることをもって、理事会が成立する。 

２ 理事会の開始時刻より相当の時間を経ても、なお定足数に達しない場合には、議

長は開始時刻の遅延又は流会を宣告することができる。 

３ 理事会中に定足数を欠く恐れがある場合には、議長は休憩又は流会を宣告するこ

とができる。 

 

（理事会の議事） 

第１７条 理事会は議長が進行する。 

２ 発言しようとする者は挙手をして、議長の許可を得て発言しなければならない。 

３ 議長は、理事会の秩序を維持し、議事を整理する。 

４ 議長は、発言が本会議所の品位を傷つけ、又は議事を妨害する恐れがあると認め

た場合には、発言者に注意し、発言者が注意に従わない場合には、発言を禁止す

ることができる。 

５ 議長は、その命令に従わない者その他理事会の秩序を乱す者を退場させることが

できる。 

６ 動議は、理事会において、動議提出者のほかに１名以上の議決権を有する理事の

賛成指示がなければ提出することはできない。 

 

（理事会の決議） 

第１８条 理事会の決議は審議議案上程時に行う。 
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２ 議長は、決議をするときは、その旨を告げる。 

３ 議長が決議を宣言した後は議場を封鎖し、一切の入退室を禁止する。 

４ 議事の途中で入退室があった場合、議長は、議場を封鎖した後、議事定足数を確

認する。 

５ 決議は次の方法により、最も相応しい方法をもって行う。 

（１） 拍手 

（２） 挙手 

（３） 起立 

（４） 記名投票 

（５） 無記名投票 

６ 決議は、賛成をとり、次に反対をとり、最後に棄権をとる。 

７ 決議は、定款第３５条第２項に規定されているものを除き、出席した理事の議決

権の過半数をもって行い、可否同数の場合には議長が決する。 

 

（三役会及び常任理事会の設置） 

第１９条 理事会の円滑な運営をはかるため、この規程に基づき、三役会及び常任理事会

を設けることができる。 

２ 三役会は次の各号に定める事項を協議する。 

（１） 理事会及び常任理事会に提出すべき議案 

（２） 総会、理事会の決議事項以外の事項で本会議所の運営にあたり重要な事項 

（３） 理事会からの委任事項 

３ 常任理事会は次の各号に定める事項を協議する。 

（１） 理事会に提出すべき議案 

（２） 総会、理事会の決議事項以外の事項で本会議所の運営にあたり重要な事項 

（３） 理事会からの委任事項 

 

（三役会及び常任理事会の構成等） 

第２０条 三役会は理事長、副理事長、専務理事をもって構成する。 

２ 常任理事会は理事長、副理事長、専務理事及び常任理事をもって構成する。 

３ 三役会及び常任理事会は理事長がこれを招集し、理事長が議長となる。 

４ 三役会及び常任理事会の定足数は構成員の３分の２とする。 

５ 三役会及び常任理事会で採決をとる必要がある場合には、出席構成員の過半数を

もって決し、可否同数の場合は議長がこれを決する。６ 直前理事長、監事、顧

問及びその他理事長が許可した正会員は、三役会及び常任理事会に出席し意見を

述べることができる。ただし採決における議決権を有しない。 
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第第第第    ５５５５    章章章章        例例例例            会会会会 

 

（例会への出席義務） 

第２１条 正会員は例会に出席する義務を負う。 

 

（特別負担金の徴収） 

第２２条 例会に欠席した場合は、下記のとおり特別負担金（ニコニコ金）を徴収する。 

     欠席１回につき ５００円  年２回会費と同時に徴収する。 

２ 前項の規定に関わらず、国際青年会議所、日本青年会議所、北海道地区協議会等

の行事に出席した場合であって、自ら会費徴収手続前に専務理事に対して申請を

行い専務理事によって公務による欠席と認められた場合には、特別負担金（ニコ

ニコ金）を徴収しない。 

 

 

第第第第    ６６６６    章章章章        室室室室    及及及及びびびび    委委委委    員員員員    会会会会 

 

（室、委員会） 

第２３条 定款第３８条に基づき本会議所に室及び委員会を設置する。また、必要に応じ

て室に所属しない会議を設置することができる。 

２ 室及び委員会の名称、主たる業務、数は理事長がこれを定める。 

３ 室に属しない会議の名称（会議体又は塾）、主たる業務、数は理事長がこれを定

める。 

 

（事業） 

第２４条 委員会は総会において承認された年間事業計画に従って事業を行う。なお、個々

の事業は、理事会の承認を得た事業計画書に従って実施しなければならない。 

 

（役員） 

第２５条 理事長、副理事長、専務理事、常任理事、監事は、原則として委員会及び会議

に所属しない。ただし、理事長、副理事長、専務理事、常任理事、監事は、委員会

及び会議に出席して意見を述べることができる。 

 

（委員会の開催） 

第２６条 委員会は、委員長が年１２回以上招集して開催し、速やかに議事録を作成して

指定された方法で事務局に提出しなければならない。 



７ 

 

（特別委員会の設置） 

第２７条 理事長が必要と認めた場合、理事会の承認を得て特別委員会をおくことができ

る。特別委員会については、第２５条本文を適用しない。 

 

 

第第第第    ７７７７    章章章章        次年度予定者会議次年度予定者会議次年度予定者会議次年度予定者会議    

 

（次年度予定者会議の設置） 

第２８条 本会議所は、任意の機関として、次年度理事予定者会議（以下「予定者会議」

という）を置くことができる。 

２ 予定者会議の設置は、総会で承認された次年度理事長予定者が決める。 

 

（予定者会議の構成） 

第２９条 予定者会議は、総会で承認された次年度理事長予定者の指名を受けた全ての次

年度理事候補者又は予定者（以下、次年度理事候補者及び次年度理事候補者を「予

定者」という）をもって構成する。 

 

（権限） 

第３０条 予定者会議は、当該年度の一切の権限を有しない。 

２ 予定者会議は、次年度の本会議所の運営方針、事業計画及び業務の執行案を策定

し、当該年度の総会の承認を受けなければならならい。 

 

（招集） 

第３１条 予定者会議は次年度理事長予定者が招集する。 

２ その他召集の方法は定款３３条の規定を準用する。なお「理事長」を「理事長予

定者」、理事会を「予定者会議」、「理事」を「予定者」と読み替える。 

 

（議長及び決議） 

第３２条 予定者会議の議長の選出及び決議の方法については、定款３４条及び定款３５

条の規定を準用する。なお「理事長」を「理事長予定者」、理事会を「予定者会議」、

「理事」を「予定者」と読み替える。 

  

  

第第第第    ８８８８    章章章章        褒褒褒褒                賞賞賞賞 
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（褒賞） 

第３３条 本会議所はメンバーの資質向上及び本会議所の目的を達成するために褒賞を与

えることができる。 

 

（褒賞の対象） 

第３４条 褒賞の対象者は次のとおりである。ただし、理事、議長及び次年度の委員長予

定者は褒賞の対象としない。 

（１） ＪＣ運動に顕著な功績のあった会員 

（２） 当該年度の例会及び特別事業に１００％出席した会員 

（３） 当該年度の例会、特別事業、委員会及び会議並びに世界会議、ＡＳＰＡＣ、全

国大会、各地区大会等、ＪＣ公式行事への出席率が優秀な会員 

（４） その他、褒章要綱に定めた資格を有する会員 

 

（褒賞特別委員会） 

第３５条 褒賞特別委員会の委員長及び委員は理事長が指名し理事会において承認した会

員がこれにあたる。 

２  褒賞特別委員会は、褒賞の対象者を審議し、決定する。 

 

（感謝状） 

第３６条 本会議所は功績のあった当該年度の正会員に対し感謝状を贈ることができる。 

    

    

第第第第    ９９９９    章章章章        会費及び入会金会費及び入会金会費及び入会金会費及び入会金 

 

（会費及び入会金） 

第３７条 会費及び入会金は次のとおりとする。ただし、年度途中にて入金する会員の会

費は理事会の定めるところによる。 

 

入会金  金 ５０，０００円会費  金 １５０，０００円 

 

特別会員会費は次の通りとする。（終身会費） 

 （ただし、シニアクラブ入会金は資格取得年度に納入するものとする） 

会費  金  ５０，０００円 
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（会費の納入） 

第３８条 会費は、年２回前期と後期の納入とし、指定の期日までに納入しなければなら

ない。 

２  正会員が会員資格規程別表督促手続に従った督促を受けたにもかかわらず会費を

納入しないときは除名することができる。 

 

（会費の未納付） 

第３９条 納付期日を経過した会費は、退会の申し出があった場合においてもその徴収を

免除しない。また、既納の会費はいかなる事由によるも返還しない。 

 

（入会金） 

第４０条 新入会員の入会金及び当該年度の会費は入会年度の前期終了時までに納入しな

ければならない。 

  

 

第第第第    １０１０１０１０    章章章章        慶慶慶慶                    弔弔弔弔 

 

（慶弔） 

第４１条 本会議所の慶弔の基準は下記の各号のとおりとし、理事長の判断でこれを与え

ることができる。 

（１） 結 婚  正会員の結婚の場合             ３０，０００円 

（２） 死 亡  正会員の死亡の場合             ５０，０００円 

（３） 正会員の配偶者及び両親、子供が死亡した場合      １０，０００円 

（４） 見舞金  正会員の病気、傷害、災害の場合        ５，０００円 

 

（５） その他理事長が定めた場合 

２ 顧問、特別会員及び職員の慶弔に関しては、理事長においてこれを定める。 

３ 贈与金は適宜相当額の贈与品に替えることができる。 

 

  

第第第第    １１１１１１１１    章章章章        会員の届出義務会員の届出義務会員の届出義務会員の届出義務 

 

（会員の届出義務） 

第４２条 会員は、下記の各号に定める事項につき変更を生じた場合には速やかに事務局

宛書面による変更届を提出しなければならない。 

（１） 職 業 



１０ 

（２） 勤務先 

（３） 役 職 

（４） 勤務先名称 

（５） 勤務先所在地 

（６） 住 所 

（７） 電話番号 

（８） ＦＡＸ番号 

（９） メールアドレス 

 

    

第第第第    １２１２１２１２    章章章章        休会休会休会休会    

 

（休会） 

第４３条 正会員がやむを得ない事由により長期間出席ができないときは、休会すること

ができる。 

２ 休会に関する手続及びその他の事項については「会員資格規程」においてこれを

定める。 

 

 

第第第第    １１１１３３３３    章章章章        雑則雑則雑則雑則    

 

（規程の改廃） 

第４４条 この規程の改廃は、理事会の決議をもって行う。 

 

 

附附附附                則則則則 

  

この規程は一般社団法人札幌青年会議所の設立登記の日から施行する。 

    


